
香川県地域環境産業振興補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 香川県地域環境産業振興補助金（以下「補助金」という。）の交付については、香川県補助金

等交付規則（平成１５年香川県規則第２８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的）   

第２条 この補助金は、県内の事業者等が連携して廃棄物の再資源化又はエネルギー利用の効率化等を

進めるためのシステムの構築及び実証試験等に係る経費の一部を予算の範囲内において補助するこ

とにより、環境産業の振興を図り、環境への負荷の少ない循環型社会の形成に寄与することを目的と

する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、「事業者等」とは、事業者及び民間団体並びに市町等をいう。 

２ この要綱において、「連携事業者」とは、目的達成のため、連携して事業を行う複数の事業者等で

構成するグループをいう。 

 

（交付の対象及び補助金額等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、連携事業者が行う廃棄物の

再資源化又はエネルギー利用の効率化等の循環型社会の形成に資する事業であって、次の各号に該当

するものとする。 

⑴ 連携ネットワーク構築事業 

事業者等による連携システムの構築及び事業の実現可能性に関する調査、事業プランの作成等 

⑵ 実証事業 

実現可能性が高いと認められる事業に関する実証試験等 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとする。 

３ 補助金の額は、補助対象経費（連携ネットワーク構築事業にあっては１００万円以上、実証事業に



あっては２００万円以上のものに限る。）の２分の１以内で、連携ネットワーク構築事業にあっては

５０万円以上１００万円以下、実証事業にあっては１００万円以上５００万円以下とする。 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする連携事業者を代表する事業者等（以下「申請者」という。）

は、別に定める日までに様式第１による交付申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第６条 知事は、前条の規定による交付の申請があったときは、その申請の内容を調査し、補助金を交

付すべきと認めたときは交付を決定し、申請者に書面により通知するものとする。 

２ 前項の場合において、知事は、その交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すもの

とする。 

 

（補助事業の変更等） 

第７条 前条第１項の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号のいず

れかに該当する場合は、あらかじめ様式第２による変更申請書を知事に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

⑴ 補助事業の内容を変更しようとする場合。ただし、補助の目的及び補助事業の能率に影響を及ぼ

さない範囲の原材料等の数量、規格の変更、試験・調査の委託回数の変更、その他補助事業の細部

の変更をする場合を除く。 

⑵ 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとする場合。ただし、各経費区分の配分額

の２０％以内の変更を除く。 

２ 知事は、前項の規定による承認をする場合において、必要に応じて、交付の決定の内容を変更し、

又は条件を付すことができる。 

 

（中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ様式第３によ



る中止（廃止）承認申請書を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

 

（遅延等の報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になっ

たときは、速やかに様式第４による遅延等報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告等） 

第１０条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の１０月３１日現在の補助事業の遂行状況に

ついて、当該年度の１１月１５日までに様式第５による状況報告書を提出しなければならない。 

２ 知事は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じて現地調査を行うことができる。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、その

日から起算して１０日を経過する日までに様式第６による実績報告書を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 知事は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

補助事業者に書面により通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１３条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第７による請求書を知事に提

出しなければならない。 

２ 知事は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の概算払を

することができる。 

 



（財産の管理） 

第１４条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）について、様式第８による台帳を備え、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 取得財産等のうち、規則第２２条第２項第４号の規定により処分を制限する財産は、取得価格又は

効用の増加価格の単価が５０万円以上の機械及び器具とする。 

３ 規則第２２条第２項ただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期間とする。 

４ 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとする

ときは、あらかじめ様式第９による財産処分承認申請書を知事に提出し、承認を受けなければならな

い。 

５ 知事は、補助事業者が知事の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入を得た場合は、そ

の収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 



別表 

 補助対象経費（下記のうち真に必要と認められるものに限る。） 

事 業 区 分 補 助 対 象 経 費 

連携ネットワーク構築

事業 

事業を行うために必要な報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費、委託料、

賃借料、原材料費並びにその他必要な経費で知事が承認した経費 

実証事業 
事業を行うために必要な委託料、原材料費、外注加工費並びにその他必要

な経費で知事が承認した経費 

 

補助対象経費区分（下記のうち真に必要と認められるものに限る。） 

経 費 区 分 内 容 

報償費 外部講師に対する謝礼、試験・調査への協力に対する謝礼 

旅費 
運賃、燃料代、高速料金、駐車料金など調査や打合せのための移動に要する

経費 

消耗品費 印刷費、事務用品、図書など短期間の使用でその効力を失うもの 

通信運搬費 郵便料、送料、電話料、車両による運搬料 

委託料 
特殊な技術・設備又は高度な専門的知識を必要とする試験・調査の委託に要

する経費 

賃借料 会場借上料、機器の賃借料 

原材料費 試験・調査に使用する原料及び材料の購入に要する経費 

外注加工費 試作品の外注加工、設計に要する経費 

その他の経費 上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費 

①「消耗品費」とは、短期間でその効力を失うものとして、取得価格が 30,000 円未満の物品

で原材料に該当しないものを含む。 

②「原材料費｣のうち、「材料」とは、試作品等の構成部分となる部材をいう。 

③「外注加工費」とは、試験・調査に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する際、これ

に要する経費をいう。 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第５条関係） 
年  月  日 

 
香川県知事       殿 

 
 

申請者 
所在地 
氏 名（名称及び代表者名）    印 

 
 
 

平成  年度香川県地域環境産業振興補助金 
交付申請書 

 
香川県地域環境産業振興補助金の交付を受けたいので、香川県地域環境産業振興補助金交付要綱第５

条の規定により、下記のとおり関係書類を添え申請します。 
 

記 
 
１ 補助金交付申請額      金            円 
 
２ 添付書類 

① 事業計画書（別紙１） 
② 所要額調書（別紙２） 
③ その他関係書類 

 



別紙１（交付申請書添付書類） 
 

事  業  計  画  書 

 

事 業 名  

（事業の全体計画） 

（平成  年度補助事業の概要） 

（補助事業の実施期間） 

環境負荷の低減効果 

 

１／２ 



別紙１（交付申請書添付書類） 
 

事  業  計  画  書 

連携事業者概要 

事業者等名称 
※     

代 表 者 
     

所 在 地 
     

業 種 
     

資 本 金 
     

従 業 員 数 
     

氏   名 
     

電   話 
     

ファックス 
     

担当者 

電子メール 
     

※ 代表事業者等を記載 

２／２ 



別紙２（交付申請書添付書類） 
 

所 要 額 調 書 

 

１ 補助金所要額算出表 （単位：円） 

事 業 区 分 連携ネットワーク構築事業 実  証  事  業 

総事業費  Ａ   

補助対象事業費 Ｂ   

補助率 Ｃ   

補助金額 Ｄ＝Ｂ×Ｃ   

 ※補助金額 Dは、「連携ネットワーク構築事業」にあっては、500,000 円が下限、1,000,000 円が上限、

「実証事業」にあっては、1,000,000 円が下限、5,000,000 円が上限です。 

 
２ 収支予算書 
（収入） 

区    分 予算額（円） 内          訳 

補 助 金 収 入 予 定 額   

事 業 者 等 負 担 額   

そ の 他   

計   

 
（支出） 

区    分 予算額（円） 内          訳 

   

   

   

   

   

計   



様式第２（第７条第１項関係） 
年  月  日 

 
香川県知事       殿 

 
 

申請者 
所在地 
氏 名（名称及び代表者名）    印 

 
 
 

平成  年度香川県地域環境産業振興補助金に係る 
補助事業変更申請書 

 
平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった平成  年度香川県地域環境

産業振興補助金に係る補助事業について、事業計画等の変更承認を受けたいので、香川県地域環境産業

振興補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 変更の内容 

（１）事業計画について 
 
 
 

（２）補助金申請額について 
① 既交付決定額 円 
② 変更後交付申請額 円 
③ 変更交付申請所要額（②－①） 円 

 
（３）その他 

 
 
２ 変更理由 
 



様式第３（第８条関係） 
年  月  日 

 
香川県知事       殿 
 
 

申請者 
所在地 
氏 名（名称及び代表者名）    印 

 
 
 

平成  年度香川県地域環境産業振興補助金に係る 
補助事業中止（廃止）承認申請書 

 
平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった平成  年度香川県地域環境

産業振興補助金に係る補助事業を中止（廃止）したいので、香川県地域環境産業振興補助金交付要綱第

８条の規定により、下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 中止（廃止）理由 
 
 
 
２ 中止（廃止）の時期（期間） 
 
 



様式第４（第９条関係） 
年  月  日 

 
香川県知事       殿 
 
 

申請者 
所在地 
氏 名（名称及び代表者名）    印 

 
 
 

平成  年度香川県地域環境産業振興補助金に係る 
補助事業遅延等報告書 

 
平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった平成  年度香川県地域環境

産業振興補助金に係る補助事業について、香川県地域環境産業振興補助金交付要綱第９条の規定により、

下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 補助事業の進捗状況 
 
 
２ 補助事業に要した経費 
 
 
３ 遅延等の内容 
 
 
４ 遅延等の理由 
 
 
５ 遅延等に対する経費 
 
 
６ 補助事業の遂行及び完了の見込み 
 
 



様式第５（第１０条第１項関係） 
年  月  日 

 
香川県知事       殿 
 
 

申請者 
所在地 
氏 名（名称及び代表者名）    印 

 
 
 

平成  年度香川県地域環境産業振興補助金に係る 
補助事業状況報告書 

 
平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった平成  年度香川県地域環境

産業振興補助金に係る補助事業について、香川県地域環境産業振興補助金交付要綱第１０条第１項の規

定により、平成  年１０月３１日現在の遂行状況を下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 補助事業の遂行状況 
 
 
 
 
 
２ 補助事業に要した経費 
 
 
 
 
 
３ その他 



様式第６（第１１条関係） 
年  月  日 

 
香川県知事       殿 
 
 

申請者 
所在地 
氏 名（名称及び代表者名）    印 

 
 
 

平成  年度香川県地域環境産業振興補助金に係る 
補助事業実績報告書 

 
平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった平成  年度香川県地域環境

産業振興補助金に係る補助事業について、香川県地域環境産業振興補助金交付要綱第１１条の規定によ

り、下記のとおり関係書類を添え報告します。 
 

記 
 
添付書類 

① 事業実績報告書（別紙３） 
② 精算額調書（別紙４） 
③ その他関係書類 

 



別紙３（事業実績報告書添付書類） 
 

事 業 実 績 報 告 書 

 

事 業 名  

（事業の内容） 

（事業の効果） 

（補助事業の実施期間） 

 

１／２ 



別紙３（実績報告書添付書類） 
 

事  業  実  績  報  告  書 

連携事業者概要 

事業者等名称 
※     

代 表 者 
     

所 在 地 
     

業 種 
     

資 本 金 
     

従 業 員 数 
     

氏   名 
     

電   話 
     

ファックス 
     

担当者 

電子メール 
     

※ 代表事業者等を記載 

２／２ 



別紙４（実績報告書添付書類） 
 

精 算 額 調 書 

 

１ 補助金精算額算出表 （単位：円） 

事 業 区 分 連携ネットワーク構築事業 実  証  事  業 

総事業費  Ａ   

補助対象事業費 Ｂ   

補助率  Ｃ   

補助金額 Ｄ＝Ｂ×Ｃ   

 ※補助金額 Dは、「連携ネットワーク構築事業」にあっては、500,000 円が下限、1,000,000 円が上限、

「実証事業」にあっては、1,000,000 円が下限、5,000,000 円が上限です。 

 
２ 収支精算書 
（収入） 

区    分 精算額（円） 内          訳 

補助金収入（予定）額   

事 業 者 等 負 担 額   

そ の 他   

計   

 
（支出） 

区    分 精算額（円） 内          訳 

   

   

   

   

   

計   



様式第７（第１３条第１項関係） 
年  月  日 

 
香川県知事       殿 

 
 

申請者 
所在地 
氏 名（名称及び代表者名）    印 

 
 
 

平成  年度香川県地域環境産業振興補助金 
精算（概算）払請求書 

 
平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった平成  年度香川県地域環境

産業振興補助金に係る補助事業について、香川県地域環境産業振興補助金交付要綱第１３条第１項の規

定により下記のとおり請求します。 
 

記 
 

請求金額    金        円 
 
               内訳 交付決定通知額  金       円 
                  額の確定通知額  金       円 
                  概算払受領額  金       円 
                  今 回 請 求 額  金       円 
                  残     額  金       円 
 
 
 

振込先  銀行  支店 

口座番号（普通・当座）  

口座名義
（フリガナ）

   

 

 



様式第８（第１４条第１項関係） 
 

取 得 財 産 等 管 理 台 帳 

財  産  名 規 格 
単 
位 

数 
量 

単 価 
(円) 

金 額 
(円) 

取 得 
年月日 

保管場所 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

（記載事項） 
１．対象となる取得財産等は、規則第２２条第２項第１号から第３号に掲げる財産並びに取得価格又は

効用の増加価格の単価が５０万円以上の機械及び機器とする。 
２．同一規格等であれば一括して記載すること。ただし、単価が異なる場合は分割して記載すること。 
３．取得年月日は、検収年月日を記載すること。 
 



 
様式第９（第１４条第４項関係） 

年  月  日 
 
香川県知事       殿 

 
 

申請者 
所在地 
氏 名（名称及び代表者名）    印 

 
 
 

平成  年度香川県地域環境産業振興補助金に係る 
財産処分承認申請書 

 
 
平成  年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった平成  年度香川県地域環境

産業振興補助金に係る下記財産を処分したいので、香川県地域環境産業振興補助金交付要綱第１４条第

４項の規定により、下記のとおり承認を申請します。 
 

記 
 
１ 品目及び取得年月日 
 
 
 
２ 取得価格及び時価 
 
 
 
３ 処分の方法 
 
 
 
４ 処分の理由 

 
 
 
 


